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日時：6月25日日  午前9時～　場所：深江体育館日時：6月25日日  午前9時～　場所：深江体育館

小　学　生　の　部　Ａ （高学年）

一　般　男　女　混　合　の　部

チーム編成 種目および参加資格

①小学生の部Ａ・Ｂ（１チーム…12人編成）
　監督１人・マネージャー１人・選手８人・交代選手２人

②一般男女混合の部（１チーム…12人編成）
　監督１人・マネージャー１人・選手８人・交代選手２人

③レディースの部（１チーム…９人編成）
　監督１人・マネージャー１人・選手５人・交代選手２人

④PTAの部（１チーム…10人編成）
　監督１人・マネージャー１人・選手６人・交代選手２人

参加料金

①小学生の部…………無料
②一般男女混合の部…3,000円／１チーム
③レディースの部……3,000円／１チーム
④ＰＴＡの部…………3,000円／１チーム

申込方法

　スポーツ振興課または各支所・教育振興班に備え付け

の申込書で申し込んでください。またはホームページか

ら申込書のダウンロードができます。

●申込期限… 6月５日㈪

●小学５・６年生
●市内在住、在学の児童

小　学　生　の　部　Ｂ （中学年）
●小学３・４年生
●市内在住、在学の児童

●選手に必ず女性４人以上を含める。
●選手10人の合計体重が700㎏以下（10人未満の場合按分）
●市内在住、在勤の18歳以上の男女

P　T　A　の　部
●選手に必ず女性２人以上を含める。
●選手８人の合計体重が560㎏以下（８人未満の場合按分）
●市内幼稚園・保育園・こども園・小中学校保護者および先生

レ　デ　ィ　ー　ス　の　部
●選手７人の合計体重が420㎏以下（７人未満の場合は按分）
●市内在住、在勤の18歳以上の女性のみ

表　　彰
①小学生の部…優勝（金メダル・賞品）
　準優勝（銀メダル・賞品）／３位（銅メダル・賞品）
②一般男女混合の部
　優勝（３万円）／準優勝（２万円）／３位（１万円）
③レディースの部
　優勝（３万円）／準優勝（２万円）／３位（１万円）
④PTAの部
　優勝（３万円）／準優勝（２万円）／３位（１万円）

問 保険年金課 ☎７３－６６４１

平成29年4月から
医療保険料の軽減率が変わります

　全ての人が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間で世代間の公平が図られるよう、
負担能力に応じたご負担をいただく必要あります。
　そのため、平成29年４月から、75歳以上の皆さんの保険料の軽減率が変わります。
　皆さんのご理解をお願いします。

平成28年度までの所得割は、特例的に
５割軽減されていましたが、29年度は
２割軽減になります。（均等割の定額部
分は変わりません）

●一定以上の年収のある
人に、年収に応じてご
負担いただきます。
●個人の年収に応じて軽
減されます。

●全ての人にご負担いた
だきます。（全国平均
　 年間45,289円）
●世帯の所得に応じて軽
減されます。

①年収に応じて納めて
　いただく部分（所得割）

75歳以上の人の保険料は、

所得割の額が変わる人 年収 約153万円～約211万円の方

②全員に納めていただく
　定額部分（均等割）

と

があります。 ＋

❶ 所得割額

保　険　料
❷ 均等割額

1
所得割 特例（平成28年度） 特例（平成29年度）

本来納めて
いただく
所得割額 納 付 額 （５割）

5割軽減

納 付 額 （８割）

2割軽減

平成28年度までの均等割は、特例的に
９割軽減されていましたが、29年度は
７割軽減になります。
※ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得
が低い人は、均等割の軽減（９割軽減、8.5割
軽減）が受けられます。

保険料額が変わるのは、10月からです。
年金からの引き落としの場合、前半（４月・６月・８月）の保険料は前年度と同じ額として、

後半（10月・12月・２月）で残りの保険料を調整します。
そのため、10月から引き落とし額が増えます。

均等割の額が変わる人 元被扶養者で、特定の要件に該当する人2

所得割 特例（平成28年度） 特例（平成29年度）

本来納めて
いただく
所得割額

納 付 額 （１割）

９割軽減

納 付 額 （３割）

７割軽減

75歳になる前日に、ご家族の会社の健康保険などで被扶養者だった人

引き落とし額の間違いではありませんので、ご注意ください。

元被扶養者とは

単身の人であれば、年金収入が168万円を超える人など。75歳以上の夫婦2人世帯であれば、
一方の年金収入が168万円を超える場合など特定の要件の例

保険料を年金からの引き落としで納めている皆さんへ

【引き落とし額の例】元被扶養者に該当する人の場合（金額は、年金から引き落とされる額です）
平成28年度の保険料額
年額4,530円

平成29年度の保険料額
年額13,590円

700円
4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

700円 700円 830円 800円 800円 800円 800円 800円
3,790円 3,700円 3,700円

問 南島原市綱引き実行委員会（スポーツ振興課内） ☎７３－６７０４  〒859-2412 南有馬町乙1023番地 

第12回 南島原市綱引き大会出場者募集

＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所 市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所

75歳以上の
皆さんへ


